
令和８年(2026 年)３月１０日 

建 設 委 員 会 資 料 

都 市 基 盤 部 住 宅 課 

 

 

区等を被告とする訴訟の提起について 

 

 

１ 事件名 

  損害賠償請求事件 

 

２ 当事者 

  原告 元中野区民 

  被告 中野区ほか 

 

３ 訴訟の経過 

  令和７年（2025 年）１１月２６日 東京簡易裁判所に訴えの提起 

  令和８年（2026 年） １月１５日 訴状送達 

 

４ 事案の概要 

  本件は、原告が区営住宅の申請をしたが住居の手当てをしてもらえなかったこ

となどにより精神的な損害を被ったなどと主張し、被告らに対し、３０万円の支

払を求めるものである。 

 

５ 請求の趣旨及び紛争の要点 

 ⑴ 請求の趣旨 

   被告らは、原告に対し、連帯して３０万円を支払え。 

 ⑵ 原告が主張する紛争の要点の要旨（被告中野区に係る部分） 

   原告は、区営住宅の申請をしたが住居の手当てをしてもらえず、また、保険

証及びマイナンバーカードの交付を求めたが交付を受けられなかったことなど

により精神的な損害を被った。 


